
安心のフォロー体制

施設の皆様と一体となった施設づくり

計画・設計段階で

● 運用方法のご説明を行います。

● 上記コミュニケーションによりお客様の維持操作の容易性を追求します。

● 運用マニュアルを提出します。

● 保守管理計画書を提出します。

施設・設備を作ったら終わりではなく、作ってから「安心な施設づくりが始まる」のです。施設様、所轄

保健所様、ヤマトで一体となり安心・安全な施設づくりを目指します。

月１回、半年間の水質検査の実施

初期段階で浴槽等の拭取り検査で清掃の不備をお知らせ

施設の皆様と一体となった施設づくり

維持管理の容易性・透明性


